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呼値の単位の段階的な適正化に伴う業務規程等の一部改正について 

 

平成２５年１０月１日 

株式会社東京証券取引所 

 

 

Ⅰ．改正主旨 

当社は、業務規程等の一部改正を行い、平成２６年１月１４日及び７月２２日から施行しま

す（詳細につきましては、規則改正新旧対照表を御覧ください）。 

今回の改正は、幅広い層の投資者の利便性向上を図る観点から、特に流動性が高い株券に係

る呼値の単位の適正化を図るために、所要の見直しを行うものです。 

なお、今回の改正は、市場関係者のシステム対応や価格形成、注文件数に与える影響等を鑑

み、段階を分けて施行します。 

改正の概要は、以下のとおりです。 

 

Ⅱ．改正概要 

１．呼値の単位の適正化（フェーズⅠ） 

（１）概要 

・ ＴＯＰＩＸ１００を構成する株券に係る呼値の単位について、

１株の値段が１万円以下の場合は１円、１万円を超え５万

円以下の場合は５円、５万円を超え１０万円以下の場合は

１０円、１０万円を超え５０万円以下の場合は５０円、５

０万円を超え１００万円以下の場合は１００円、１００万

円を超え５００万円以下の場合は５００円、５００万円を

超え１，０００万円以下の場合は１，０００円、１，００

０万円を超え５，０００万円以下の場合は５，０００円、

５，０００万円を超える場合は１万円に変更します。 

・ その他の株券に係る呼値の単位については、見直しを行い

ません。 

 

（備 考） 

 

 

・ 業務規程第１４条

第３項第１号 

 

（２）施行日 

・ 平成２６年１月１４日に施行します。 

※ 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当社が認める場

合には、平成２６年１月１４日以後の当社が定める日から施行します。 

 

 

 

２．呼値の単位の適正化（フェーズⅡ） 

（１）概要 

・ ＴＯＰＩＸ１００を構成する株券（売買単位当たりの価格が

円位未満の端数を含む価格となるものは、その他の株券に

係る呼値の単位を適用します。）に係る呼値の単位について、

 

 

 

・ 業務規程第１４条

第３項第１号 
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フェーズⅠで見直しを行った呼値の単位から、１株の値段が

１，０００円以下の場合は１０銭、１，０００円を超え５，

０００円以下の場合は５０銭、５，０００円を超え１万円

以下の場合は１円に変更します。 

・ その他の株券に係る呼値の単位については、見直しを行いませ

ん。 

・ なお、株券の呼値については、１円を下限とします（１円未満

の値段による呼値は行えないこととします）。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 呼値に関する規則

第４条の２ 

 

（２）施行日 

・ 平成２６年７月２２日に施行します。 

※ 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当社が認める場

合には、平成２６年７月２２日以後の当社が定める日から施行します。 

 

 

 

以 上 

 


